	注　　意　　事　　項

１　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第2項の規定により、指定自立支援医療を受ける場合には、この医療受給者証を表記の医療機関等に提出してください。

２　次のいずれかに該当する場合は、医療受給者証を速やかに返納して
ください。
１）美唄市以外に受給者の住所を変更したとき。
２）医療受給者証の有効期限が終了したとき。
３）自立支援医療を受ける必要がなくなったとき。

３　受給者の氏名、住所又は保健の種類を変更した場合は、医療受給者
証を添付して届出手続を行ってください。

４　次のいずれかに該当する場合は、医療受給者証を添付して変更手続
を行ってください。
１）指定自立支援医療機関を変更するとき。
２）月額上限額の変更の必要が生じたとき。

５　有効期限終了後は、この医療受給者証は無効ですので継続して自立
支援医療を受ける必要があるときは、有効期限が終了する前に申請書を提出してください。

６　再認定・変更・再交付(失った場合を除く)・追加申請の場合は、この医療受給者証を添付してください。




